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保護観察は，非行少年と犯罪者の改善更生を目的とした社会内処遇である。保護処分を受けた少年の保護観察処遇
は，「健全な育成」（少年法）を期して行われている。しかし，刑事処分を受けた成人の保護観察のあり方に関しては，
刑罰原理を踏まえた議論がほとんどない。本論文は，刑罰論を概観した上で，仮釈放者と保護観察付執行猶予者に対
する保護観察処遇の相違を検討し，次の３点を論じる。１）刑罰の基本原理は応報的原理と教育的原理からなる。刑
の宣告では応報的原理が優先し，犯罪者処遇では教育的原理が優位に立つ。２）執行猶予は刑の付随処分であり，教
育的原理が重視されるが，仮釈放は刑執行の一形態であり，応報的原理も重視される。両者の性質の違いを踏まえ，
保護観察官は処遇を行う必要がある。３）保護観察官が，保護観察に対する仮釈放者と保護観察付執行猶予者の意識
の相違や，保護観察の枠組みの積極的な機能に留意することも重要である。

Probation and parole are community-based treatments designed to facilitate the process of rehabilitation of juve-
nile delinquents and adult offenders. Probation officers work with juveniles under probation or parole supervision
as a protective measure to ensure their“sound development”（Article１, Juvenile Law）. However, few research-
ers have discussed how to treat adults placed on probation or parole as a penal measure while taking the princi-
ples of punishment into account. Based on a review of punishment theories, the present study examines the differ-
ence between the treatment of adults who were paroled from penal institutions and of adults under probation
with a suspended sentence. We discuss three points.１）The fundamental principles of punishment consist of the
retributive principle and the reformative principle. While the retributive principle is emphasized over the reforma-
tive principle at the pronouncement of a sentence, the reformative principle is prioritized in the treatment of of-
fenders.２）The reformative principle is especially important in the treatment of probationers because suspending
the execution of a sentence is a complementary measure to punishment. In the case of parolees from penal institu-
tions, the retributive principle as well as the reformative principle is significant because the parole period is a part
of the execution of a sentence. Probation officers should work with probationers and parolees while taking such
differences between the two treatments into consideration.３）It is important for probation officers to treat both
probationers and parolees, paying particular attention to both the difference in those adults’perceptions of their
treatments and the therapeutic function of the probation and parole frameworks.

キーワード：保護観察（probation） 仮釈放（parole from penal institutions）
執行猶予（suspended execution of sentence） 応報的原理（retributive principle）
教育的原理（reformative principle）

１．はじめに―問題と目的

保護観察は，法務省の地方機関である保護観察所の長
の権限において，保護観察に付された非行少年と犯罪者
の改善更生を図ることを目的として実施する社会内処遇
である（更生保護法〔平成１９年法律第８８号〕〔以下「法」

という。〕第４９条第１項）。保護観察処遇は，その対象者
に，遵守事項によって一定の行動を義務付け，又は禁止
するとともに，指導監督及び補導援護を行うことを基本
的な枠組みとする。遵守事項には，法律で内容が定めら
れている一般遵守事項（法第５０条）と，個々の保護観察
対象者の改善更生のために特に必要と認められる範囲内
において具体的に定めるものとされている特別遵守事項
（法第５１条）とがある。保護観察対象者が遵守事項に違連絡先著者：勝田 聡
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反した場合には，仮釈放取消しなどの不利益処分（以下
「不良措置」という。）がなされることがある。
指導監督は，�面接等の方法により保護観察対象者と

接触を保ち，行状を把握すること，�遵守事項等を守る
よう必要な指示，措置をとること，�特定の犯罪的傾向
を改善するための専門的処遇を実施すること，の３種類
の方法によって行う（法第５７条第１項）。補導援護は，
�職業を補導し，及び就職を助けること，�生活環境を
改善し，及び調整すること，�社会生活に適応させるた
めに必要な生活指導を行うこと，などの７種類の方法に
よって行う（法第５８条）。具体的には，たとえば，犯罪
の主要な原因が飲酒の問題である保護観察対象者ならば，
遵守事項によって飲酒を禁止するとともに，継続的に面
接して断酒を維持するための指導監督をしつつ，断酒の
ための自助グループを紹介したり，就職のあっ旋をする
といった補導援護を行うこととなる。
保護観察対象者には，少年法（昭和２３年法律第１６８号）

に規定する保護処分を受けた者と，刑法（明治４０年法律
第４５号）等に規定する刑事処分を受けた者が含まれる。
前者には，家庭裁判所において保護観察決定を受けた者
（以下「保護観察処分少年」という。）と，家庭裁判所
において少年院送致決定を受けた後，法務省の地方機関
である地方更生保護委員会の決定によって少年院からの
仮退院を許された者（以下「少年院仮退院者」という。）
がある。後者には，裁判所において懲役又は禁錮の刑に
処せられ，地方更生保護委員会の決定によって刑務所等
の刑事施設から仮釈放を許された者（以下「仮釈放者」
という。）と，裁判所において懲役，禁錮又は罰金の刑
に処せられたが，刑の執行を猶予され，かつ，猶予期間
中保護観察に付する旨の言渡しを受けた者（以下「保護
観察付執行猶予者」という。）があり，以上の計４種類
が法に定められている（法第４８条）（注１）。
保護観察の基本的枠組みである遵守事項，指導監督，

補導援護等の規定については，全ての保護観察対象者に
共通しているが（法第４９条から第６５条まで），不良措置
や，健全な社会生活をしている場合に保護観察を解除す
るなどの利益処分（以下「良好措置」という。）につい
ては，上記の保護観察対象者の４つの種類に応じて，そ
れぞれに異なる規定が置かれている（法第６６条から第８１
条まで）。保護観察対象者の種類に応じて定められてい
る措置の規定を適切に解釈し，運用するためには，その
背景にある基本原理を理解することが不可欠である。ま
た，保護観察対象者の種類に応じて保護観察の方法を変
更するか，種類に応じた留意事項があるかについても，
基本原理を踏まえた検討が必要である。
保護処分による保護観察対象者については，法第４９条

第２項において，保護処分の趣旨を踏まえ，少年法の目
的である「健全な育成」を期して保護観察を実施するも
のと規定されている（鎌田，２００７）。少年法は，保護処
分の基本原理を，少年の健全育成のために教育的処遇を
行う教育主義としており（裁判所職員研修所，２０１２；田
宮・廣瀬，２００９），保護観察決定と少年院送致決定は同
じ原理のもとで処遇の方法を選択したものに過ぎない。
そのため，保護観察処分少年と少年院仮退院者の場合，
仮に問題行動があったとしても，それが当該少年の成長

の一過程と考えられるときには，保護観察官は，健全育
成の観点から粘り強く指導を継続することも少なくない。
少年院に収容するなどの不良措置についても，“少年に
与える積極的な意味を慎重に吟味した上でなされなけれ
ばならない”（羽間，２００９，p.８１）と考えられる。しか
し，仮釈放者と保護観察付執行猶予者については，法第
４９条第２項のような規定はなく，基本原理が法文上明ら
かにされていない。また，刑事処分には，後述のとおり
応報的原理と教育的原理という基本原理が並存している
が，仮釈放と保護観察付執行猶予では，いずれの基本原
理が前面に立つか，そこに相違があるかについての十分
な議論もなされていない。
そこで，本研究においては，まず，刑罰原理に関する

学説を整理し，仮釈放ならびに保護観察付執行猶予と基
本原理の関係について考察することとした。また，不良
措置について，基本原理を踏まえた法解釈や運用のあり
方を検討した。さらに，保護観察に対する仮釈放者と保
護観察付執行猶予者の意識の相違について，その背景要
因を論考した。これらの考察を通して，本稿の目的は，
仮釈放者と保護観察付執行猶予者に対する保護観察のあ
り方について，基本原理を踏まえて論じることにある。

２．文献調査の結果

２．１ 刑罰原理に関する学説
刑罰のうち，懲役，禁錮及び拘留は，刑務所等の刑事

施設において執行される（刑法第１２条，第１３条，第１６条，
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律〔平成
１７年法律第５０号〕第３条）。刑事施設では，受刑者の改
善更生の意欲を喚起し，社会生活に適応できる能力を育
成するため，矯正処遇として，作業をさせ，改善指導や
教科指導を行っている（刑事収容施設及び被収容者等の
処遇に関する法律第８４条）。
大塚（２００４）は，犯罪者に対して刑罰を科する目的を

応報刑主義と目的刑主義という２つの考え方に分類して
いる。応報刑主義は，犯罪行為による害悪に対して国家
が害悪を科することを刑罰の目的とし，目的刑主義は，
犯罪をした者の改善や教育によって，社会の保護や防衛
を果たすことを刑罰の目的とする。いずれの考え方を採
用するかについては，応報としての刑罰のみに意義を認
める絶対主義や，目的刑主義による合目的性・有用性の
みに意義を認める相対主義があるが，両者を併せて認め
る併合主義が妥当であるとしている。そして，応報刑主
義と目的刑主義との併合の関係については，まずは刑罰
が応報的原理に立脚するものとした上で，有用性や合目
的性も認めるべきであるとする。有用性や合目的性には，
一般人が犯罪行為に出ようとする意志・衝動を抑制する
一般予防とともに，受刑者を悔悟に導き，再犯を防止す
るよう指導し，援助する特別予防が含まれているとする。
大谷（２０１２）は，“実質的には，刑罰は犯罪に対する

応報であることを本質とし，苦痛・害悪をその内容とす
る”（p.５２３）とした上で，刑罰の機能として，公憤や
被害者の報復感情を満足させるという社会の応報感情の
満足とともに，一般予防，特別予防の機能を挙げている。
そして，刑罰は，法益保護による社会秩序の維持という
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目的で国家的制度として採用されているものであるとす
る。また，西原（１９７７）も，刑罰の本質は規範的非難の
実現としての応報であり，害悪の付加が本質的な内容で
あって，刑罰における受刑者の教化改善は，その効果と
して，またはその限度内において営まれる機能であると
する。
このように，刑罰は応報的原理に立脚するものとする

学説が通説であるが，大塚（２００４）は，応報刑主義と目
的刑主義の発現の仕方は，刑罰の言渡しの段階と執行段
階において異なると指摘している。すなわち，“応報的
原理，一般予防的機能が，立法的・司法的段階において
顕現し，逆に教育的原理，特別予防的機能が，執行的段
階において優位を占める”（p.２３）と述べている。

２．２ 仮釈放の機能，目的及び法的性格に関する学説
仮釈放は，「改悛の状」がある場合において，有期刑

についてはその刑期の３分の１を，無期刑については１０
年を経過した後に行うことができるとされている（刑法
第２８条）（注２）。仮釈放の許可の具体的な基準については，
「犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内にお
ける処遇に関する規則」（平成２０年法務省令第２８号）（以
下「規則」という。）第２８条において，「悔悟の情及び改
善更生の意欲があり，再び犯罪をするおそれがなく，か
つ，保護観察に付することが改善更生のために相当であ
ると認めるときにするものとする。ただし，社会の感情
がこれを是認すると認められないときは，この限りでな
い。」と規定されている。仮釈放者は，仮釈放の期間中，
保護観察に付される（法第４０条）。
仮釈放の機能及び目的については，恩恵，刑の個別化，

社会保護，改善更生の４点があるとされている（吉永・
林，２００４）。ここにおける恩恵とは，刑事施設内で良好
な行状を保持した受刑者に対して褒賞を与えることを意
味する。刑の個別化とは，受刑者の状況の変化に応じて
不要な拘禁を排除して個別的正義を実現することである。
社会保護とは，受刑者を拘禁状態から一挙に釈放するの
ではなく，保護観察によって再犯を防止しながら，社会
生活に馴れさせつつ，再犯の危険が生じたときは直ちに
再収容することで社会を犯罪の危険から保護することを
意味する。改善更生とは，受刑者の拘禁期間を必要最小
限度にとどめ，施設内生活から社会内生活への移行期間
を，保護観察によって指導監督し，自立に導くことであ
る。仮釈放の機能及び目的は，これらの４つが複合した
ものである（法務総合研究所，２００９a）。
仮釈放の法的性格についての学説は，�仮釈放後の処

遇のためというよりも条件付き釈放に過ぎないとするも
の，�単に刑事施設での拘禁を解いただけで，法律上の
地位は，刑の執行に服しているものとし，仮釈放は刑の
執行の形態を変更したものにすぎないとするもの（刑の
執行の一形態），�仮釈放は，残りの刑期の執行を猶予
されたとするもの（刑の一形態）に分類されるが，刑の
執行の一形態と考えるものが通説である（藤本，２００８；
大谷，２０１２；吉永・林，２００４）。

２．３ 保護観察付執行猶予の基本原理に関する学説
刑の執行猶予は，科刑による弊害を避けるとともに，

条件に違反した場合には刑が執行されるという心理的強
制によって，犯罪者の改善更生を図るものであり（藤木，
１９６４），刑そのものではなく，刑の付随処分とされてい
る（藤木，１９６４；大谷，２００６；豊田，２００４）。
大谷（２０１２）は，刑の執行猶予制度の目的について，

“刑の言渡しによる応報的効果を維持しながら無用の刑
の執行を避け，刑罰の目的ことに犯罪者の自力更生の促
進を合理的に追求する特別予防にある”（p.５５１）とし，
教育的原理が前面に出る制度であることを明らかにして
いる。
執行猶予に保護観察を付することについても，教育的

原理が前面に出るものであることが示されている。たと
えば，藤木（１９６４）は，裁判所の裁量による保護観察付
執行猶予は，被告人の環境等を踏まえ，保護観察による
補導援護，指導監督によって，被告人の改善更生が図ら
れることが期待される場合に付するものであるとしてい
る。また，豊田（２００４）も，保護観察付執行猶予は，単
純猶予では再犯のおそれがあり，再犯防止のために保護
観察を行う必要がある場合のみならず，再犯のおそれも
高くなく，単純猶予でも改善更生が期待できなくもない
が，保護観察によって改善更生が一層促進される場合で
あっても，保護観察に付することが肯定されるとしてい
る。さらに，保護観察が付かない執行猶予に比して，執
行猶予に保護観察が付された場合，法律上再度の執行猶
予が不可能になり，かつ，遵守事項違反を事由とする取
消しが可能になるという不利益な面が生じるが，この点
は，執行猶予に保護観察を付するか否かの判断において，
重視すべきではないとする。

２．４ 仮釈放の取消処分と保護観察付執行猶予の取消処
分の制度の相違に関する学説
遵守事項違反を事由とする仮釈放の取消しは，保護観

察所の長の申出により，地方更生保護委員会が決定する。
仮釈放取消決定を受けた者は残刑期間を刑事施設で受刑
することになる。仮釈放の取消申出の基準について，規
則第９１条は，「遵守事項を遵守しなかったことの情状，
保護観察の実施状況等を考慮し，その改善更生のために
保護観察を継続することが相当であると認められる特別
の事情がないときにするものとする。」と規定する。す
なわち，保護観察所の長は，仮釈放者が遵守事項に違反
した場合は，まずは仮釈放取消しを検討すべきであると
いう前提があり，特段の事情があれば例外的に申出をし
ないという規定になっている。そして，地方更生保護委
員会は，仮釈放許可の基準に照らして，仮釈放の取消申
出が相当であるときに仮釈放を取り消すものとされてい
る（規則第９６条）。
遵守事項違反を事由とする保護観察付執行猶予の取消

しは，保護観察所の長の申出を受けた検察官の申請によ
り，裁判所が決定する。執行猶予取消決定を受けた者は
当初言い渡された刑期を刑事施設で受刑する。保護観察
所の長の申出の基準について，規則第１００条は，「保護観
察の実施状況等を考慮し，当該遵守事項を遵守しなかっ
たことの情状が重いと認めるときにするものとする。」
と規定しており，前記の規則第９１条とは明らかに異なる
ものとなっている。
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仮釈放や執行猶予の取消しの申出や申請を受けた場合
の取消しの判断についての条文も，明白に異なっている。
保護観察付執行猶予の取消しについては，遵守事項を遵
守しなかったことについて「情状が重いとき」に限られ
ているが（刑法第２６条の２第２号），仮釈放の取消しに
ついては情状が重いときという要件がない（刑法第２９条
第１項第４号）。
豊田（２００４）によれば，遵守事項違反を事由とする保

護観察付執行猶予の取消しについては，２つの考え方が
ある。第１に，遵守事項違反は，保護観察付執行猶予の
裁判を言い渡したときの条件に違反したものであり，判
決の前提条件を崩すものであるから，厳重に責任を追及
し，執行猶予を取り消すべきであるという応報的，懲罰
的な考え方である。第２に，遵守事項違反のような問題
場面こそが改善更生の契機となり得る場面であり，執行
猶予の取消しは，保護観察の最後の手段として考えるべ
きであるという教育的，保護的な考え方である。そして，
豊田（２００４）は，執行猶予の取消しについては，教育的，
保護的な考え方を基本として，応報的，懲罰的な考え方
を取り入れるべきであるとしている。安部（２０１０）も，
保護観察付執行猶予の取消しについて，抑止的視点と教
育的視点とは，どちらか一方が正しいというものではな
く，教育的視点を基本とし，抑止的視点を取り入れて考
えることが適当であると指摘している。
なお，平成２０年の更生保護法施行以前は，保護観察付

執行猶予者については執行猶予者保護観察法（昭和２９年
法律第５８号）に規定され，それ以外の保護観察対象者に
ついては，犯罪者予防更生法（昭和２４年法律第１４２号）
に規定されていた。執行猶予者保護観察法では，保護観
察付執行猶予者の遵守事項は，「善行を保持すること」
と転居や旅行の届出をすることの２つが定められていた
（第５条）（注３）。この「善行を保持すること」という遵守
事項は，犯罪行為をしないことに限らず，健全な社会人
になるための努力目標的な内容を含む広い概念であった。
山田（１９８７）は，保護観察付執行猶予の取消しにおいて
「情状が重いとき」という要件が定められている理由に
ついて，保護観察付執行猶予者に「善行を保持すること」
に対する違反があるというだけではなく，保護観察を継
続しても本人の改善更生を望み得ないような「情状が重
い」状態にある場合にのみ取消処分を行うよう限定した
ことによって，取消処分の判断を慎重に行い，恣意的な
運用を防止したものであると解釈している。第１９回国会
衆議院法務委員会（昭和２９年）における答弁にも同様の
趣旨のものがある。また，山田（１９８７）は，“「情状が重
い」とは，違反行為に対する社会的・道義的非難の度合
いが高いということ”（p.９６）と主張しており，応報的
な観点を重視している。

２．５ 遵守事項違反を事由とする保護観察付執行猶予の
取消処分に関する裁判例
遵守事項違反を事由とする保護観察付執行猶予の取消

しにおける「情状が重いとき」の判断について，裁判例
では，�遵守事項違反の事実があること，�遵守事項違
反がその内容，本人の生活態度全般からみて自力更生意
欲の不足ないしは欠如に基因するものであること，�保
護観察による指導援助を継続しても自立更生を期し難い
状況であること，の３点のすべてを満たすことが求めら
れている（増本，１９９４）。
さらに，更生保護法施行後になされた裁判例として，

専門的処遇プログラムの受講義務を定めた特別遵守事項
に違反した者の，執行猶予取消処分に関する，平成２２年
３月５日の東京高等裁判所の決定がある。専門的処遇プ
ログラムとは，専門的知識に基づく特定の犯罪的傾向を
改善するための体系化された手順による処遇として法務
大臣が定めるものであり，特別遵守事項によって受講を
義務付けられている。具体的には，性犯罪者処遇プログ
ラム，覚せい剤事犯者処遇プログラム，暴力防止プログ
ラム及び飲酒運転防止プログラムの４種類が指定されて
いる（平成２０年法務省告示第２１９号）。専門的処遇プログ
ラムの欠席は遵守事項違反である。
平成２２年３月５日東京高等裁判所決定においては，覚

せい剤事犯者処遇プログラムの受講を遵守事項で定めら
れている者について，プログラムの欠席のみではなく，
届け出た住居に居住せず，保護観察官や保護司の面接も
受けず，本件当時と同様の放浪生活になっていたことを
もって，「情状が重い」ものと認定されている（安部，
２０１０）。なお，更生保護法施行後の保護観察付執行猶予
の取消しに関する裁判例は，本例以外にはない。

２．６ 仮釈放者と保護観察付執行猶予者の保護観察終了
事由に関する統計，ならびに保護観察に対する意識
に関する研究
法務省（２０１２）によれば，平成２３年中に保護観察を終

了した仮釈放者と保護観察付執行猶予者の終了事由は，
表のとおりである。
保護観察終了者のうち，遵守事項違反を事由とする取

消者の占める割合について見ると，仮釈放者は４．１％，
保護観察付執行猶予者は２．５％となっており，仮釈放者
のほうが遵守事項違反を事由とする取消しが有意に多
かった（χ２（１）＝２２．２３，p＜．００１）。また，取消者の中
での取消事由の割合について見ると，仮釈放者は遵守事
項違反を事由とする取消しがほとんどを占めているのに
対し（９７．４％），保護観察付執行猶予者は遵守事項違反
を事由とする取消しが少ない（９．６％）。
次に，仮釈放者や保護観察付執行猶予者の保護観察に

対する意識に関する，法務総合研究所（２００９b）の調査

表 保護観察終了者の終了事由（平成２３年）

全 体 期間満了
取 消

その他
犯 罪 遵守事項違反

仮釈放者 １４，５９９ １３，９１８ １６ ６０３ ６２

保護観察付執行猶予者 ３，８４３ ２，７１７ ９０８ ９６ １２２
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を概観する。これは，窃盗又は覚せい剤取締法違反（自
己使用を含むものに限る。）のいずれかの罪名で平成２１
年に受刑していた者のうち，初回入所者で過去に同一罪
名の前科がある者と，同一罪名での２度目の入所者を対
象として（窃盗５１０人，覚せい剤取締法違反５４０人を抽出），
過去の執行猶予や仮釈放に対する意識調査を実施したも
のである。この調査の結果，次のようなことが明らかと
なった。１）まず，保護観察付執行猶予や仮釈放に対す
る意識についてであるが（回答者：保護観察付執行猶予
〔１６０人〕，仮釈放〔３９４人〕），保護観察付執行猶予中で
あることをあまり意識していなかった者は，窃盗受刑者
では３６．９％，覚せい剤受刑者では５０．０％であった。仮釈
放中であることをあまり意識していなかった者は，窃盗
受刑者では２１．３％，覚せい剤受刑者では２２．２％であった。
２）次に，遵守事項の遵守状況について（回答者：保護
観察付執行猶予〔１５７人〕，仮釈放〔３８４人〕），保護観察
付執行猶予中に遵守事項を守ることができなかった者は，
窃盗受刑者では５４．８％，覚せい剤受刑者では５４．８％で
あった。仮釈放中に遵守事項を守ることができなかった
者は，窃盗受刑者では２２．２％，覚せい剤受刑者では
２２．１％であった。３）さらに，遵守事項を遵守できな
かった理由については（回答者：保護観察付執行猶予〔８６
人〕，仮釈放〔８５人〕），窃盗受刑者では，「守っていなく
ても取消しになるようなことはないと思っていたから」
というものが，保護観察付執行猶予は３７．０％，仮釈放は
５．１％と大きな相違があった。「守っていなくても見つか
らないと思ったから」というものは，保護観察付執行猶
予は３４．８％，仮釈放は３５．９％であった。以上のように，
保護観察付執行猶予者のほうが，仮釈放者よりも，保護
観察に対する意識が希薄で，遵守事項を守ることができ
なかった者の割合が高い結果になっている。

３．考 察

３．１ 仮釈放ならびに保護観察付執行猶予と基本原理と
の関係
刑罰の基本原理は，前述のように，懲らしめとしての

応報的原理を基礎としつつ，改善更生を図るものとして
の教育的原理を加味するという関係にあるが，刑を言い
渡された後の犯罪者に対する処遇においては教育的原理
が優位となる（大塚，２００４）。教育的原理の優位を反映
して，刑事施設内では矯正処遇としての改善指導や教科
指導等が行われ，社会内では保護観察処遇が行われてい
る。法も，保護観察が再犯防止や改善更生を目的とする
社会内処遇であることを明記しており，保護観察は教育
的原理に基づく制度である。ただし，仮釈放は刑の執行
の一形態であるため，仮釈放者に対しては，応報的原理
を基盤とする刑の執行中であることを踏まえた措置を行
う必要があると考えられる。
これに対して，保護観察付執行猶予者については，執

行猶予が刑の付随処分であり，保護観察に付する旨の決
定が犯罪者の改善更生のためになされるものであること
を踏まえると，仮釈放者に比し教育的原理を重視した対
応が求められるものと考えられる。

３．２ 保護観察付執行猶予の取消しにおいて「情状が重
いとき」が要件とされている理由
保護観察付執行猶予の取消しにおいて，先述のとおり，

遵守事項の規定が抽象的であるために「情状が重いとき」
という要件が付加されているとする見解（山田，１９８７）
があるが，この見解については，次の２つの問題がある。
第一に，平成２０年の更生保護法施行以前に，仮釈放者の
保護観察を規定していたのは犯罪者予防更生法であるが，
同法も，仮釈放者の遵守事項として「善行を保持するこ
と」を規定していた（第３４条第２項第２号）。したがっ
て，保護観察付執行猶予者のみに「情状が重いとき」が
規定されたことが説明できない。第二に，更生保護法が
施行されて，犯罪者予防更生法及び執行猶予者保護観察
法は廃止され，「善行を保持すること」は「再び犯罪を
することがないよう，又は非行をなくすよう健全な生活
態度を保持すること」と具体的な文言に改められた上（法
第５０条第１号），特別遵守事項は，その違反が，不良措
置の事由になることを前提としたものに限定されており
（法第５１条第２項），遵守事項には，努力目標的な内容
にとどまるものは含まれないこととなった。にもかかわ
らず，現在もなお，保護観察付執行猶予の取消しについ
ては「情状が重いとき」が要件とされているのであり，
遵守事項の抽象性という観点では，仮釈放の取消しと保
護観察付執行猶予の取消しの要件の相違を説明すること
はできない。
保護観察付執行猶予は教育的原理が前面に立つ制度で

あるため，執行猶予の取消処分についても教育的観点に
よって判断する必要がある。前述のように，学説におい
ても，執行猶予取消処分については，教育的・保護的な
考え方を基本とすべきであると解されており，裁判例に
おいても，「情状が重い」ことの判断は，保護観察によ
る自立更生の可否という教育的観点によることとされて
いる。したがって，「情状が重い」ことを執行猶予の取
消処分の要件とした理由については，取消処分に当たっ
ては，教育的観点から慎重に判断すべきことを明示した
ものと解することが適当である。

３．３ 遵守事項違反を事由とする仮釈放の取消しのあり
方
保護観察付執行猶予の取消しについては，教育的観点

から情状の軽重を判断する必要があるが，仮釈放者につ
いては，法律上，情状が重いことが要件とされていない。
また，仮釈放者が遵守事項に違反したときは，原則とし
て仮釈放取消申出を行うこととなっている（規則第９１条）。
さらに，前掲の表において示したように，遵守事項違反
を事由とする取消処分は，仮釈放者のほうが，保護観察
付執行猶予者よりも多くなされている。このように仮釈
放取消処分が積極的に運用されているのは，仮釈放が応
報的原理を基盤とした刑の執行の一態様であることを反
映していると考えられる。
しかし，遵守事項には様々な種類のものがあり，それ

ぞれが異なる機能を有している。たとえば，保護観察官
又は保護司による指導監督を誠実に受けること，住居の
届出をすること，定められた住居に居住すること，転居
や旅行の許可を得ることといった遵守事項（法第５０条）
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は，保護観察を実施するための基本的枠組みを形成する
機能を果たしている。また，素行不良者との交際，浪費
や過度の飲酒を禁止する遵守事項（法第５１条第２項第１
号）は，再犯に至る要因となる行動を禁止して，保護観
察対象者の改善更生を図ろうとするものである。さらに，
就労・通学をすることや専門的処遇プログラムを受講す
ることを定める遵守事項（法第５１条第２項第２号，第４
号）は，改善更生のために有益又は必要な行動を義務付
けて，保護観察対象者の改善更生を図ろうとするもので
ある。このように，遵守事項の中に機能が異なるものが
含まれているため，遵守事項違反に対する措置の運用も，
それぞれの機能を踏まえて検討する必要がある。
保護観察を実施する基本的枠組みにかかわる遵守事項

に違反した場合―たとえば，無断転居，所在不明，面接
拒否などがあった場合―には，保護観察を実施すること
ができなくなるため，厳しい対応が必要である。そのた
め，保護観察所においては，所在不明となった仮釈放者
や保護観察付執行猶予者について，警察の協力を得て所
在発見に努めるとともに，所在発見時には２４時間体制で
の迅速な措置をとっている（法務総合研究所，２０１１）。
特に，仮釈放者が所在不明になった場合は，仮釈放とい
う形態による刑の執行ができなくなるのであり，受刑か
らの逃走とも言えるものであるため，応報的原理の観点
から，厳格な対応が求められると考えられる。
保護観察対象者の改善更生のために必要な行動の制限

や義務付けをする遵守事項に違反した場合は，それが直
ちに保護観察を実施不能とするものではないが，遵守事
項の目的とする保護観察対象者の改善更生に問題が生じ
ている可能性が高い。したがって，このような遵守事項
違反に対しては，改善更生を図るためにどのような措置
が適当かという教育的な観点による検討が求められ，特
に，取消処分に関しては，保護観察を継続することに
よって改善更生が可能かどうかを考慮するべきである。
改善更生が可能かどうかを判断するためには，遵守事項
違反の態様や理由，保護観察の実施状況等を踏まえた検
討が必要となる。たとえば，特別遵守事項として専門的
処遇プログラムを受講することを義務付けられている仮
釈放者が，プログラムの日に欠席した場合には，欠席の
原因，欠席の回数，保護司との面接状況，生活状況等を
考慮して措置を判断する必要がある。
まとめるなら，仮釈放の取消しについては，基本原理

を踏まえつつも，違反した遵守事項の性質に応じて判断
することが適当であると考えられる。

３．４ 仮釈放者と保護観察付執行猶予者の保護観察に対
する意識の相違を踏まえた保護観察のあり方
仮釈放者と保護観察付執行猶予者との間には，２．６に

おいて概観したように，保護観察に対する意識や遵守事
項を守ることができなかった者の割合に相違が認められ
たが，このような相違の要因については，仮釈放者と保
護観察付執行猶予者の保護観察の枠組みの強さと，彼／
彼女らがその枠組みに従おうとする動機付けの強さの２
つの観点から説明することができると考えられる。
仮釈放者は，刑の執行を受けている立場にあり，遵守

事項に違反すれば積極的に仮釈放取消処分がなされると

いう強い枠組みにおかれている。また，保護観察の枠組
みに従う動機付けも受刑中から高められている。たとえ
ば，�受刑によって自由を奪われて反省を深めているこ
と，�矯正教育を受けて社会の枠組みに従う動機付けが
高まっていること，�仮釈放を取り消されて再度受刑し
ている人を目にする機会が少なくないこと，�受刑中か
ら本人と家族に保護観察についての説明や指導がなされ
ていること，�保護観察を受けることを前提として仮釈
放を許されていること，などを通じて動機付けが高めら
れているものと考えられる。このような強い枠組みとよ
り高い動機付けがあることは，保護観察期間中の問題行
動を抑制する効果があると考えられるが，一方で，仮釈
放者の行動を過度に萎縮させたり，刺激に対して過敏に
させるおそれもある。そこで，保護観察官の留意事項と
しては，たとえば，次のようなことが挙げられよう。
１）自動車の運転が禁止されている，外出は控えなけれ
ばならない，警察が自分を監視している，などと思い
込んでいる仮釈放者はまれではない。保護観察官は，
保護観察開始時に仮釈放者と面接する際，保護観察の
枠組みを明示し，それを守ることを強化するだけでは
なく，仮釈放者にこのような過度の思い込みがあるな
らば，それを緩和することも重要である。

２）保護観察官が，仮釈放者に対して面接指導をするた
めに保護観察所への出頭を指示するときは，仮釈放者
が，仮釈放取消しを恐れて，過度の緊張状態に陥った
り，場合によっては所在不明になる可能性もあること
に留意する必要がある。何ら遵守事項違反をしていな
い仮釈放者であっても，保護観察所に出頭を指示され，
面接指導を受けた後に，「刑務所に戻されるかと思っ
た」と述べることはまれではない。保護観察官は，出
頭の指示に当たって，当該指示の理由を伝えたり，保
護観察所での面接の予定時期を保護観察開始当初に伝
えておくなどの工夫をすることが望ましい。

３）専門的処遇プログラムのうち，たとえば，性犯罪者
処遇プログラムにおいては，性犯罪に至る原因となっ
たストレスへの対応の失敗，性的な認知のゆがみなど
の問題を明らかにし，その上で新たな対処法を学ぶこ
とを目的としているため，自分の問題を開示すること
が望まれる。しかし，仮釈放者に，強制的に保護観察
を受けさせられているという意識や，問題発言がある
と厳重な処分がなされるかもしれないという恐怖心が
ある場合には，自己開示に支障をきたすこともありう
る。仮釈放者がプログラムの場で述べたことは，重大
な問題ではない限り措置とは関係しないことを明確に
伝えたり，プログラムを実施する保護観察官について，
担当官として継続的に指導監督をし，かつ，措置の第
一次的な判断をする権限がある保護観察官以外の保護
観察官を当てるなどの工夫が望まれる。
保護観察付執行猶予者は，刑の執行を受けている立場

ではなく，遵守事項違反についても，仮釈放者に比して，
より教育的原理を踏まえた判断を受けるという枠組みに
おかれている。また，保護観察付執行猶予者は，枠組み
を守る動機付けもより低い。この理由として，�反省を
深めたり，社会の枠組みに従う動機付けを高める教育を
受けていないこと，�判決前に本人にも家族にも保護観
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察についての説明や指導がなされていないこと，�保護
観察を受けて遵守事項を守ることが，執行猶予判決の条
件とはされていないことから，動機付けが高まりにくい
こと，などが考えられる。保護観察付執行猶予を取り消
されて受刑した人が，後に「執行猶予で自分は完全に許
されたと考えていた」，「知人や友人から，少しぐらい違
反しても大丈夫だと聞いていた」と述べることもある。
したがって，保護観察付執行猶予者の遵守事項違反等の
問題行動を防ぎ，改善更生を図るためには，保護観察官
がより意識的に枠組みを構築し，明確化するとともに，
保護観察に対する動機付けを高める働きかけをする必要
がある。保護観察官の留意事項としては，たとえば，次
のようなことが考えられる。
１）保護観察開始時に，保護司の毎月の面接のほか，保
護観察官が定期的な面接を行うことを予告しておくこ
とによって，心理的な規制を図ることが考えられる。
定期的な面接は，執行猶予中であることを認識させ，
遵守事項を守るよう動機付ける効果があるだけでなく，
生活実態の把握に有益であることは言うまでもない。

２）保護観察の実施状況は定期的に裁判所に報告されて
いるが，そのことをあらかじめ伝えておくことも心理
規制には有益である。

３）保護観察付執行猶予者については，良好措置として，
仮釈放者と異なり，継続的な面接を免除するなどの効
果がある保護観察の仮解除という制度がある。平成２３
年に期間満了で保護観察を終了した保護観察付執行猶
予者のうち仮解除決定を受けていた者は８．９％であっ
たが（法務省，２０１２），仮解除を一層積極的に運用す
ることで保護観察に対する意識を高め，遵守事項を守
る動機付けを高めることも肝要である。
保護観察に対する仮釈放者と保護観察付執行猶予者の

意識の相違を踏まえ，集団処遇の場面でも留意が必要で
ある。保護観察所で実施している専門的処遇プログラム
等においては，集団処遇を実施することがあり，同じグ
ループに仮釈放者と保護観察付執行猶予者が混在するこ
とも少なくない。保護観察付執行猶予者の中には，仮釈
放者に比すと，真摯さに欠ける態度を取る者もいる。そ
のため，仮釈放者が保護観察付執行猶予者に対して攻撃
的になったり，拒否的になる可能性がある。実際に，仮
釈放者であるメンバーが保護観察付執行猶予者に対して
「自分たちは受刑した人だから，受刑していない人とは
違う。」「受刑していない人は自分の気持ちが分からな
い。」と述べることもある。一方，保護観察付執行猶予
者からは，以前執行猶予を受けたが再度失敗して受刑し
た仮釈放者の発言に対し，「参考になる」という感想が
出ることが少なくない。また，仮釈放者が矯正教育で学
んだことを生かして集団をリードしたり，教え諭すよう
なこともある。保護観察官は，このような仮釈放者と保
護観察付執行猶予者の相違を踏まえつつ，両者が同じグ
ループにいることで望ましい効果が生まれるよう配意す
ることが望まれる。
保護観察官は，仮釈放者と保護観察付執行猶予者との

保護観察の枠組みの相違と動機付けの違いに留意すると
ともに，保護観察処遇の枠組みが果たす教育的・治療的
機能について意識しておくことも必要である。たとえば，

前述の専門的処遇プログラムの受講対象者のうち，性犯
罪者について言えば，一般に，性的な事柄は特に開示し
づらい種類のものである。しかし，同プログラムは，性
的な事柄を直接取り扱うことを前提に，対象者に受講を
義務付ける。また，セッション数，時間や内容があらか
じめ定められており，より明確な構造を有する。そのよ
うなプログラムの中で，下着を盗むときの高揚感につい
て詳細に述べたり，通行人を見て自慰行為を反復してい
たと話すなど，裁判の段階における供述や，通常の保護
観察官面接では話されていないような内容を自ら語り始
め，内省を深める事例がある。また，プログラム終了時
に「ここでしか話せないことなので，受講してよかった」
と述べる保護観察対象者もいる。このように，性犯罪者
処遇プログラムの，公的で義務付けを伴う安定した枠組
みが，受講対象者の内省を促進するなどの機能を果たす
場合は少なくない。羽間（２００９）は，保護観察処分少年
と少年院仮退院者に対する保護観察について，保護観察
の強力な枠組みが“予測可能で一貫した環境設定”とな
り，“治療的機能”（p.６５）を有すると指摘している。
これは，生育環境の問題を抱えることが多い少年保護観
察対象者に関する議論であるが，保護観察の安定した枠
組みが果たす機能という点では，仮釈放者や保護観察付
執行猶予者についても敷衍できるものと言えよう。つま
り，保護観察官は，上記の専門的処遇プログラムの例で
より明らかに現れるような，保護観察の枠組みが果たし
うる治療的機能を十分踏まえた上で，処遇を行うことが
肝要である。
まとめると，効果的な保護観察を行うためには，保護

観察官は，仮釈放者と保護観察付執行猶予者の制度の背
景にある基本原理と，保護観察に対する意識の相違があ
ることを十分に踏まえ，たとえば，�仮釈放者について
は枠組みの強さに対する過度な反応がありうること，�
保護観察付執行猶予者については意識的に枠組みを構築
し，動機付けを高める必要があること，�保護観察処遇
の枠組みが持つ機能や，仮釈放者・保護観察付執行猶予
者の意識の相違を生かすことに留意して保護観察を実施
すること，が重要である。

注

１ 保護観察の対象には，更生保護法に規定された４種
以外に，売春防止法（昭和３１年法律第１１８号）第２６条
の規定により保護観察に付された婦人補導院仮退院者
があるが，昭和５９年から平成２３年まで０件であるなど
実数が少ないため，本論文では省略した。

２ 少年の刑事事件については，少年法第５８条に特則が
ある。

３ 執行猶予者保護観察法は平成１８年に改正され，特別
遵守事項の設定が可能になったほか，一般遵守事項に
規定される転居及び旅行も届出制から許可制に改めら
れたが，「善行を保持すること」の規定は改正されな
かった。
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